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　　はしがき　　本稿は，平成23年12月 8 日に
開催された，IFA 日本支部の2011年度 IFA 年
次総会（パリ大会）報告会における，税務大学校
研究部主任教授 渡邉 勲氏と同・研究部教授の
田中俊久氏による掲題の講演を取りまとめたも
のである。

（渡邉）　本日はご報告の機会をいただきまし
て，大変ありがとうございます。
　税務大学校においても従来から情報発信の強
化ということで，「税大ジャーナル」という出
版物に，各年次総会の概要を報告しています。
ただ，幸か不幸かあまり反響がないので，本日
のような機会をいただきまして，大変ありがた
くお受けした次第です。
　大きな議題が 2 つありました。それからセミ
ナーが10でしょうか。これをどのように報告す
るかということで少し相談しましたが，全部を
かいつまむというのも至難の技なので， 2 つぐ
らいが適当かと思います。実は第 2 の主要議題
は，SEMINAR C や SEMINAR D などと併せ，
立体的な議事があったので，これに焦点を合わ
せて報告するのも 1 つかと思いました。ですが，
やはり主要議題の 1 と 2 を報告するのがバラン
スが良いかということで，この 2 つを本日の報
告とさせていただきます。
　現地ではパワーポイントでパネルの方の基調

報告，それからパネリストのご意見がきちっと
整理した形で表示されて，参加者に非常にわか
りやすく議論が進められていました。本日も，
それと同じパワーポイントの資料（本文末尾に
添付）を使いながらお話致します。
　それから定番ですが，私どもの意見はなるべ
く差し挟まず，公平にかつシンプルに報告をし
たいと思いますが，まれに意見が出てしまうか
もしれません。これは組織の意見や見解ではあ
りません。それよりも私どもの経歴といいます
か，実は私は立案部局に長くて，田中は調査部
局に長く，いずれにもアカデミックなにおいは
全然ありませんし，それなりのバイアスが当然
掛かっているかとも思いますので，その辺もご
容赦いただければと思います。
　それでは主要議題の 1 から現地の資料に基づ
いて，順次報告をしたいと思います。主要な
〔議題 1〕は田中で，〔議題 2〕が渡邉というこ
とで，分担させていただきたいと思います。

〔議題 1〕

　◆ 国際的事業再編

1．概要とパネリストの紹介

（田中）　それでは〔議題 1 〕についてご説明
させていただきます。IFA の年次総会で実際
に使われた資料で進めさせていただきます。

2011年度 IFA年次総会（パリ大会）報告

税務大学校研究部主任教授

渡邉　勲
税務大学校研究部教授

田中俊久
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　資料① - 2 ですが，最初に議長から〔議題
1 〕に関する紹介がありました。
　このビジネスリストラクチャリングが IFA
の議題として選ばれた背景は，1990年代半ば以
降，国境を跨ぐ多国籍企業による機能，資産，
リスクの移転が世界中の税務当局の重大な関心
事になっていることです。なお，今回の議題で
は，いわゆる国境を越えた多国籍企業による機
能，リスク等の移転を扱っており，具体的にど
ういった移転価格の算定手法を採用するかと
いったところは除外されています。

　 パ ネ リ ス ト に は，1996年 か ら2001年 ま で
OECD で「有害な税制のフォーラム」の議長
をされたフランスのブルーノ・ジュベールさん
が議長，メンバーには， 3 名の民間実務家の他，
OECD の WP 6 で移転価格税制のヘッドをさ
れていたキャロライン・シルバースタインさん，
カナダ歳入庁のミッシェル・レバックさんが参
加されております。
　資料① - 3 は，議題の紹介です。〔議題 1 〕
のテーマは大きく 4 点ありました。第 1 点目は
各国からのジェネラルレポートです。 2 点目と
して， 2 つのケーススタディが挙げられていま
す。その内容は，販売形態からコミッショネア
形態へ変わった事業再編の事例で，もう 1 つは
製造部門の海外移管の事例です。 3 点目として，
パネルが集中して討議するテーマです。それら
は，①事業再編取引の『再構成』（Recharac-
terization），②資産の移転（Transfer），③契

約 の 再 交 渉 や 解 除（Contract renegotiation/
termination），④『代替し得る選択肢』（Alter-
native options）という項目で，これら 4 つの
視点から議論や検討が行われています。そして，
最後の 4 点目に「What can be done？」とい
うことで，参加者から「今後何ができるのか」
が，今後の対応として述べられています。
　今回の〔議題Ⅰ〕である国際的な事業再編取
引に関しては，税務当局はそれらの取引に対処
するためにさまざまな課税上の対策をしている
一方，事業再編自体は，法人税を軽減するとい
う効果があったにしろ一般に租税目的だけでは
なく事業目的になされていることも指摘されて
おり，こういった点が問題を難しくしているも
のと考えられます。また，このような国境を跨
ぐ事業再編は，日本においても顕在化しつつあ
る分野であるということができます。

2．各国レポートの総括

　資料① - 4 ～11が，IFA 年次総会のための
ジェネラルレポートの紹介です。ジェネラルレ
ポートは，資料① - 5 にあるとおり，欧州，中
東，アフリカの26カ国，アメリカの 9 カ国，ア
ジアパシフィックの 5 カ国からの報告を基に報
告されています。
　資料① - 6 は，ジェネラルレポートの内容に
関する報告です。ジェネラルレポートでは，ど
の国のレポーターもビジネスリストラクチャリ
ングについては，自国における重要問題であり，
税務当局からも注目されている旨の報告が行わ
れています。このような報告がある一方で，実
際に立法措置等を設けている国はどうかという
と，特別な明文規定を設けているのはドイツだ
けで，課税上の取扱いを設けている国も極めて
少なく，オーストラリア，オーストリア，アメ
リカ合衆国などの国々であり，訴訟事例も少な
いといった内容の報告も行われています。
　また，資料① - 7 にありますように，多くの
レポートで，各国ともこのビジネスリストラク
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チャリングに関する税制の適用について，奮闘
していることが指摘されています。
　パネルの討議では，このような40カ国から受
け取ったレポートの中から， 4 つの視点を討議
課題として抽出しています。具体的に申します
と， 1 点目は「納税者による事業再編取引を税
務当局が『再構成』し得る状況は何か」といっ
た視点です。 2 点目が「価値あるもの（ビジネ
スチャンス，潜在利益，のれん）といったもの
が移転しているのか，また，その価値はどのよ
うに評価するのか」， 3 点目が「関連企業間で
契約の再交渉や終了をするとどのような課税を
もたらすのか」， 4 点目が「事業再編において

『代替し得る選択肢』は何か，また，どのよう
な状況で適用されるべきか」です。こういった
視点から 2 つのケーススタディに基づいて，検
討が行われています。
　国際的な事業再編取引という議題を検討する
パネルにとって，どういった視点から検討する
かについては，パネル討議の成否を分ける正に
ポイントであると言えます。今回，パネルは，
各国の報告をとりまとめたジェネラルレポート
を基にこれら 4 つの視点を抽出しており，ここ
に挙げられた視点が，納税者や課税当局などの
関係者にとっての最大の関心事であることが伺
えます。また，パネルの討議は，改正された
OECD 移転価格ガイドラインを前提にして進
められており，改正ガイドラインの考え方を明
らかにするといった意図もあったものと思われ
ます。

3． 2つのケーススタディ

3 - 1 　事例紹介
　それでは 2 つのケーススタディを紹介させて
いただきます。最初は，コミッショネアの事例
で，資料① -13からになります。
　親会社である Parent 社は，その子会社であ
る SubCo 社に関して，ある製品の製造及び販
売に関するライセンスを供与しています。子会

社である SubCo 社は，そのライセンス契約に
基づき SubCo 社が所在するローカルマーケッ
トの顧客や海外のグループ企業に対して，自己
の勘定でその製品の製造販売を行っています。
また，SubCo 社は，自己の勘定で製造工程の
改良に繋がる技術研究を行うとともに，グルー
プ企業にテクニカルサービス提供しています。
　資料① -14～15が，どのように事業再編がな
されたかという図になります。この図にありま
すように，Parent 社は当初 SubCo 社に供与し
ていたライセンス契約を終了させ，新設した
Principal にそのライセンスを供与しています。
そ し て，Principal が Parent 社 に 代 わ っ て
SubCo 社との間で，①製造に関する委託製造

（toll manufacturing）契約と②販売に関するコ
ミッショネア契約を締結しています。これらの
変更にともない，SubCo 社の販売先はローカ
ルマーケットの顧客だけとなっています。また，
このような事業再編がグループ全体で行われて
います。
　端的に申しますと，従来，SubCo 社は，Par-
ent（親会社）からライセンス供与を受け，自
分の勘定で製品の製造販売を行っていましたが，
事業再編が行われたことによって契約の当事者
が Parent 社から Principal に代わり，新たに
Principal との委託製造契約，コミッショネア
契約を結ぶことにより，SubCo 社は，Princi-
pal のための委託製造業者と問屋（コミッショ
ネア）に変わったということです。そして，問
屋（コミッショネア）ですので，販売は Prin-
cipal のために行う形態に変化しています。
　資料① -15では，この事業再編により SubCo
社の人材や従来の業務がどのように変化したか
について，もう少し詳しく説明しています。人
材に関しては，SubCo 社から何人かのシニア
マネージャーが，各ローカルのグループ企業を
支援するために Principal の従業員として，転
居を伴う移動をしています。そして，SubCo
社にはローカルの問題だけに対応するマネー
ジャーと製造工程の改良に関連するテクニカル
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サービス部門が残されています。これが最初の
コミッショネアの事例です。
　資料① -16～17は 2 番目の事例です。 2 番目
の事例は，製造部門の海外移管の事例です。
　A 国に所在する TireCo 社は，MMM という
自動車会社に対してタイヤの製造販売をしてい
ます。TireCo 社は，タイヤの製造メーカーで
A 国内に幾つかの工場を持っていますが，そ
の工場のうちの 1 つで MMM 社用のタイヤを
製造していました。事業再編の契機は，MMM
社から，従来 A 国で作っていた車種を B 国で
生産するので，それに併せて TireCo 社に対し
B 国でタイヤを供給してくれないかという話が
あり，TireCo 社は供給を止めるのか，あるい
は，B 国に進出してタイヤを供給していくのか
という選択を迫られたというものです。
　資料① -17では，事業再編後の状況を説明し
ています。TireCo 社は，その要請に対してど
う対応したかと申しますと，A 国にあったタ
イヤの工場を閉鎖して，新たに B 国に新たに
B Ltd 社を設立し，タイヤの製造工場を新設し
ています。そして，TireCo 社は，新たに B 国
で設立した B Ltd 社に対して製造に関するラ
イセンスを供与して，B Ltd 社が新たに B 国
の MMM 社に対してタイヤを供給するといっ
た取引形態に変化しています。
　そして，具体的に A 国ではどのような変化
があったかと申しますと，A 国では従来の工
場が閉鎖され，そこで働いていた従業員がほと
んど解雇されるとともに，工場の土地建物も第
三者に売却されています。また，製造業務等に
関しては，A 国の工場で使用されていた重要
な製造機械 2 台が B Ltd 社に売却され，A 国
で働いていたエンジニアの 3 人が，新設工場で
の製造に備えて B 国に移動しているといった
事例です。
　ジェネラルレポートがとりまとめたナショナ
ルレポートにおいては， 4 つの事例について

“Exit Country”となる場合と“Entry Coun-
try”となる場合の報告が求められていました

が，年次総会ではこのような 2 事例となってい
ます。取り上げられたケーススタディの 2 事例
は，いわゆるバイセル取引から問屋（コミッ
ショネア）への転換，製造部門の海外移管と
いったいずれも国境を跨ぐ事業再編取引におい
て，典型的な事例でありますが，業務内容の変
化や人材の動きなどを設定することにより，無
形資産などの検討にも繋がるように配慮されて
いるものと考えられます。

3 - 2 　検　討
⑴　事業再編成取引の再構成

　このような 2 つの事例について， 4 つの視点
から検討がなされています。
　最初に検討された視点は，事業再編成取引の

『再構成』（Recharacterization）です。ここで
は，納税者が実際に行った事業再編に係る取引
を，税務当局が『再構成』する場合を扱ってい
て，この点について税務当局はどのような場合
に納税者の事業再編取引を『再構成』できるか
について議論が行われています。
　報告は，資料① -20の OECD の事業再編に
関するレポートの説明から始まっています。
OECD の事業再編に関するレポートが，多国
籍企業の法令順守と課税当局の独立企業原則

（arm's length standard）の要請に合ったもの
であることが説明された上，独立企業原則の検
証は，関連者によって実際に行われた取引によ
り行われるべきであり，必要な場合には独立企
業原則に基づいて移転価格課税が行われるとい
うことで，移転価格ガイドライン（9. 163～
9. 168）が紹介されています。
　なお，この辺の事情に関しましては，本庄資
先生が先日出版されました『国際課税の理論と
実務 73の重要課題』の「OECD 移転価格ガイ
ドライン第 9 章の新設」に詳しく記載されてい
ましたので，参考資料として一緒に配付させて
いただいております（本誌掲載・省略）。
　それでは，どういった場合に『再構成』が行
われるかについては，資料① -21に挙げられて
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います。税務当局が移転価格課税を行い得る場
合として，ビジネスリストラクチャリングにお
ける関連者取引の条件や状況が，独立当事者間
で合意されると期待されるものと相違する場合
がそれに当たります。そのような具体的な場面
として，①契約条件が取引の経済的実質と整合
性がない場合（OECD 移転価格ガイドライン
9. 165 及び 9. 183），すなわち，契約条件が当事
者の行動と一致しない場合，②取引に経済合理
性がない場合，③当事者間の条件が非現実的な
場合を挙げています。
　また，一方では，資料① -24にありますよう
に，事業再編取引がなぜ起こるかに関する説明
もあり，スケールメリット，事業効率性及び一
貫したマーケティング戦略の構築の観点から，
競争力を高めるためには集約したマネジメント
が求められるという事業上の理由が説明されて
います。
　具体的なケース 1 ・ 2 について，資料① -24

～27にありますように，取引実体や経済合理
性の有無，経済合理性の判断，事業再編に関す
るドキュメンテイションに関する議論がありま
した。そして，「税務当局はどのような場合に
納税者の事業再編取引を『再構成』できるか」
については，実務家のパネリストからは「事業
再編自体に実態があり，事業目的が明確である
限りにおいて，納税者が行った取引は尊重され
るべきだ」といった意見が出される一方，税務
当局の担当者からは「取引が実際に行われたか
らといって，そのまま認容することが難しい場
合がある」といった指摘がなされていました。
また「仮に税務当局が再構成を行った場合に，
課税当局は何に課税するかを明確にする必要が
あるのではないか」という意見もありました。
　〔議題Ⅰ〕の国際的事業再編のパネルメン
バーは，最初に紹介しましたように，民間実務
家の他，OECD の勤務経験者，税務当局者で
構成されています。実際のパネルでは，これら
のメンバーに，それぞれの立場から意見を発言
させることにより， 4 つの視点に関する考え方

の相違を浮き彫りにさせています。その結果，
事業再編成取引の『再構成』（Recharacteriza-
tion）では，課税に対し保守的な対応を求める
民間実務家からは，慎重な意見が出される一方，
税務当局の担当者からは課税するケースもある
旨の意見がなされるなど，パネリストそれぞれ
の立場を踏まえた各様の意見となっており，こ
のような討議の構図は，議題Ⅰの最後まで続い
ています。

⑵　資産の移転
　次に検討された視点は，資料① -29からの

「事業再編に係る資産の移転」についてです。
メインのスピーカーとして，OECD に在籍し
たシルバースタインさんが最初に説明をされて
います。国際的な事業再編において，企業の部
門が移転したような場合に，無形資産を含む各
部門に係る機能が移転したものととらえて，移
転価格税制を適用すべきであるか否かという議
論です。
　最初に，資料① -29にありますように，今回
の OECD 移転価格ガイドラインの改正の趣旨
に関する話，すなわち，事業再編取引が第三者
間で行われた場合に付されたであろう条件を明
確にすることである旨の説明がありました。そ
して，その検討は，事業再編取引の資産の移転
に関する論点として，①資産の移転は存在する
のか，②何が移転されたのか，また，③どのよ
うに移転価格を設定するのかという 3 項目が挙
げられ，進められています。
　一番目の「資産の移転は存在するのか」につ
いては，資料① -30にありますように，①単純
なケース，②論議を呼ぶケース，③複雑なケー
ス，の 3 つのケースが説明されました。①単純
なケースは，有形資産と無形資産が併せて移っ
たような場合です。②論議を呼ぶケースは，一
定の活動が失われて，同様の活動が他の国で行
われたような場合です。そして，③複雑なケー
スは，従業員の移動を伴う場合，無形資産の移
転なのか，役務提供の取引なのかという取引の
性格付けが問題となるケースで，こういった場
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合に移転の対象になるのかという問題です。
　次に，資料① -31は「何が移転されたのか」
という点です。ここでも，①単純なケース，②
論議を呼ぶケース，③複雑なケース，の 3 つの
ケースが説明されました。①単純なケースは，
トレードマーク，パテントといった伝統的な無
形資産の移転のケースです。②論議を呼ぶケー
スは，シナジーあるいはロケーションセービン
グ，事業機会，人的資源といった価値を有する
ものの移転がある場合です。③複雑なケースは，
第一世代の無形資産をどのように考慮するのか
といった問題です。
　ちなみに，機能の移転に関して，OECD ガ
イドラインでは，国際的な事業再編に係る機能
移転が行われた場合の取扱いとして，パラグラ
フの9.67において「再編時点で識別可能な権利
又は資産を有する企業には，それに応じた潜在
的利益があることから，その潜在的利益を犠牲
にしたことを正当化するために，適切な報酬が
与えられなければならない」とし，無形資産の
範囲は明確には指定はしていませんが，事業再
編における無形資産等の移転に対する移転価格
税制の適用の可能性が示唆されています。
　さらに，「どのように移転価格を設定するの
か」という点に関しては，資料① -32～33にあ
るように，価格は価値によって相違するため，
権利やその他の資産，取引の状況等を考慮する
必要があり，価値については，どのような独立
企業間価格の算定手法を採るのが適切か，どの
ような評価方法を採用するのか，比較対象がな
い場合どうすべきか，などの問題が挙げられて
います。
　資料① -34からは，資産の移転に関する検討
です。実際にどういったものが移転しているの
かということに関しては，単純なケースについ
ては明らかであるが，特に事例 2 のような場合
は，難しいのではないかという意見がありまし
た。また，実務においては，「継続企業（going 
concern）」あるいは「のれん」といったもの
の移転が大きな問題となっていて，「継続企業

（going concern）」の移転に課税を試みる場合
などについては，論争の的となっていることが
指摘されています。また，OECD 移転価格ガ
イドラインの9. 93では「継続企業の移転に係る
評価は比較可能な状況において，独立企業当事
者間で報酬が与えられたであろうすべての価値
ある要素を反映すべきである」として，例えば，
とりわけ経験豊かな研究チームが配属された研
究施設を含んだ事業部門の移転が関係する事業
再編の場合においては，そのような継続事業の
評価は，独立企業間であれば合意されたであろ
う当該施設の価値及び配置された人員の価値を
反映すべきであるといったことが取り上げられ
ています。
　一方，実務家からは，資料① -36～38にあり
ますように，①過去の監査の経験から有形資産
あるいは無形資産の評価は難しいが，継続企業

（going concern）に関する取扱いはそれ以上に
難しいこと，②有能な従業員のヘッドハンティ
ングが行われた場合には，契約上の条件があら
かじめない限り，元の雇い主に対する補償金は
払われないこと，③一般に法的保護のない無形
資産については，ノウハウ等を例外として重要
な価値を有することがなく，再構築に係る費用
の観点から評価すべきであることなどの意見が
述べられています。
　改正された OECD 移転価格ガイドラインは，
国際的な事業再編がなされた場合には，機能や
リスクの移転に対する対価を検討すべきとして，

「何らかの価値あるもの」の移転等の有無や第
3 者間でそれが補償されるものに関する対価を
検討すべきことを挙げています。国際的な事業
再編取引における論点では，この資産の移転に
関する問題が中心的な課題とも言えます。現在，
OECD で検討課題となっている無形資産の問
題などとも一致し，パネルでも立場や考え方の
相違により意見が分かれたところです。

⑶　契約の再交渉又は終了
　次に検討された項目は，「契約の再交渉又は
終結」に関する視点です。事業再編によって既
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存の契約関係が終了したり，あるいは実質的に
再交渉される場合には，①資産の償却や雇用の
契約の終了などの再編費用，②顧客のニーズに
合わせるための転換の費用，③潜在利益の消失
といった問題が生じます。
　契約の再交渉又は終了の項目の検討は，資料
① -40から始まります。ケーススタディにおけ
る事例 1 では，本格的な販売業者から低リスク
の受託製造業者とコミッショネアに転換されて
います。また，ケーススタディの事例 2 では，
A 国では工場が閉鎖されていて，B 国に工場や
その施設すべてが移転しているといった状況が
あり，こういった場合に補償が支払われるのか
などについて検討が行われています。最初に契
約内容をみると， 2 つのケーススタディにおけ
る具体的な各契約内容は，事例 1 では A 国で
販売及び製造に関するライセンス契約がトール
マニュファクチャリング契約とコミッショネア
契約に，事例 2 では供給契約が違うエンティ
ティに対する契約等に変わっています。
　「契約の再交渉又は終結」の視点における大
きな論点は，資料① -41のとおり，契約の終了
に関連した支払と，新規契約に関する支払であ
ることに大別できます。資料① -41～42では，
事業再編における契約の終了に関連した支払に
ついて検討しています。旧契約に関しては，契
約内容の検討，あるいは，補償されるべき事業
再編取引とは何かについて検討が必要とされ，
契約上の支払の特約がない場合でも，一定の場
合には付加的な支払があり得るかといったこと
が取り上げられています。
　また，資料① -44からは，新しい契約に関す
る論点です。新しい契約に関しては，これまで
の契約内容に影響を受けるのかといった点，当
事者にとっての交渉力（bargaining power）や
代替し得る選択肢の検討が重要であることなど
が挙げられた上，OECD の移転価格ガイドラ
インは，検討のための枠組みを提供するが，一
定の分析や判断が必要であるとの意見がありま
した。

　資料① -46からの検討では，最初に従来の契
約において通知期間や契約期間に関する免責条
項などの規定がどのようになっているのか，商
事法によって保護されているのかなどの必要性
が挙げられるとともに，現実的に利用できるど
のような選択肢があったのか，新規の契約によ
り潜在的利益が喪失すると知った場合，独立し
た当事者はどのように行動するのかといった検
討の必要性なども指摘されています。
　最後に資料① -48～49において，ケーススタ
ディの検討をしています。事例 1 では，将来の
潜在的利益が補償されているか，実務慣行はど
うなっているか，補償に関する事例があるかな
どの検討が必要とされること，事例 2 では，契
約の再交渉又は終了に関する契約は，第 3 者と
の間であることから無関係であることや比較対
象取引を把握できるかといった問題が挙げられ
ました。これらに対し，他のパネリストからは，

「付加的な支払は契約上で必要な場合，あるい
は慣行として行われる場合のみ認められるべき
ではないか」といった意見や「OECD の議論
において，契約をどの程度尊重すべきかについ
ては，課税当局間で見解の相違があったものの，
契約内容を検討の基礎とすべきこと，当事者の
行動が契約内容に合致しており，当事者間で行
われると考えられる範囲において尊重すべきで
ある」といった解説がなされていました。
　パネルの討議におけるように，「契約の再交
渉又は終結」に関する視点は，契約の終了に関
連した支払と新規契約に関する支払という， 2
つの問題に大別されます。いずれの場合におい
ても，パネルでの討議で挙げられた契約内容，
実務慣行，独立企業原則などの分析を行うこと
により，その是非を判断するものと考えられま
す。我が国の移転価格税制では，今のところ，
これらの取引に関する適用範囲を示す指針は明
らかにされていませんが，上記⑵の資産の移転
の問題と同様に，立場や考え方などの相違によ
り意見の分かれるところであるように思われま
す。
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⑷　代替し得る選択肢
　最後の視点は，「代替し得る選択肢」という
ことで，「納税者は実際に行ったことと相違す
ることをし得るか，すべきか」といった問題で
す。資料① -52からです。
　この「代替し得る選択肢」の目的は，独立企
業間価格を決めることにあります。どのように
検討するかというと，具体的な検討は，「誰か
が損をしているのか（any of the parties are 
worst off）」，「 明 ら か に 魅 力 的 な（clearly 
more attractive）選択肢があるのか」，「条件は，
同様の選択肢や状況における第三者が認め得る
ものか」といったことを明らかにすることであ
るとしています。そして，ケーススタディにお
ける 2 つの事例について，それぞれ代替し得る
選択肢が挙げられています。
　事例 1 では，資料① -53にあるように，子会
社の観点からは，①親会社と従来の取引の継続
を交渉すること，②事業再編に応じるがより主
体的な機能を果たすように交渉すること，③第
三者と同様の取引を行うこと，④事業を廃止す
ることといった選択肢が考えられます。また，
資料① -54にあるように，事例 1 の親会社から
は，①子会社の事業を買収すること，②第三者
の事業を買収すること，③自ら事業を行うこと，
④契約条件の交渉を行うことといった選択肢が
考えられます。
　事例 2 では，資料① -55～56にあるように，
B 国法人の観点からは，① B 国で第三者の事
業を買収すること，②自らが製造技術開発やノ
ウハウなどを発展させること，③ A 国の法人
の技術を買収すること，また，TireCo 社の観
点からは，①第三者とライセンス契約を行うこ
と，②ライセンスを供与するのでなく売却する
こと，③ A 国において別の製品を製造すると
いった選択肢が考えられるとしています。
　OECD 移転価格ガイドラインに従って考え
ると，こういった選択肢の中に，『明らかに魅
力的な（clearly more attractive）』な選択肢が
あるのか否かという検討が行われるとの説明が

ありました。
　これに対しパネリストからは，資料① -58～
59にあるように，①課税当局の「他に魅力的
な選択肢があり，納税者はその選択肢に従って
計算された課税所得を申告すべき」というよう
な考え方は，株に投資をして損をした人に，土
地に投資していれば利益を計上していたはずで
あるから，そのあるべき利益に課税するのと同
じである，②目的テストは，単に他の代替可能
な選択肢と納税者が選択すべき選択肢とを見分
けるために必要であるなどといった意見があり
ました。また，代替的な選択肢がより魅力的で
あるか否かではなく，経済的理論でいうところ
の支配的な選択肢（Dominant Option）である
べきという意見がある一方で，これに対しては

「どのように支配的であるかが明らかでない」
といった反論がなされていました。
　「代替し得る選択肢」の視点では，このよう
な独立企業原則の適用の判定に，「代替し得る
選択肢」の有無が用いられていることから，そ
の条件となる OECD 移転価格ガイドラインの

『明らかに魅力的な（clearly more attractive）』
の意義を明らかにしようと検討が試みられてい
ます。民間の実務家の中からは，株式と土地の
投資に関する意見のように，その条件が『明ら
かに魅力的な』場合では足らず，支配的な選択
肢（Dominant Option）である場合に限ると
いった意見までなされており，実務家の課税な
どに対する懸念の大きさが伺えます。

4．今後の対応

　最後に納税者，課税当局，OECD のそれぞ
れの見地から，今後何ができるかという話があ
りました。
　「納税者は何ができるか」ということに関し
ては， 2 点ほど挙げられています。事業再編に
係るドキュメンテーションをより充実すること
が 1 つです。具体的な内容は，契約に機能やリ
スクを明確に記載したり，同様の第 3 者間取引
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を反映させることをはじめ，資料① -61に記載
されているとおりです。 2 点目は，課税が行わ
れた場合には解決が困難になることから，
APA を有効に利用すべきということです。
　「税務当局は何ができるか」ということに関
しても， 2 点目挙げられています。資料① -63

にありますように，事業再編取引に対する独立
企業原則の適用の困難性から，税務当局には常
識的・現実的な判断が必要ではないかというこ
と，それから，資料① -64にありますように，
産業あるいは市場について，より充実した情報
の蓄積が必要ではないかということです。
　最後の資料① -65～66は，「OECD は何がで
きるか」という説明です。ここでは，ガイドラ
インの事業再編に関する改正は重要な前進であ
るが，この議論を通じて認識された，無形資産
の評価に関する議論は進行中であるということ，
また，non-OECD のエコノミーを関与させて
いくことが重要であること，無形資産に関する
ディスカッションドラフトのリリースが2013年
に期待されることなどが挙げられました。
　国際的な事業再編取引に関しては，ジェネラ
ルレポートのとおり，世界各国での重要な問題
となっていますが，税務当局による課税がなさ
れた場合には，そのインパクトは大きく，納税
者や税務当局にとってその負担が大きくなるこ
とは容易に想定されます。この議題の最後のま
とめとして，今後何ができるかについて報告さ
れていますが，今後，OECD や IFA 総会と
いった国際的な場で，無形資産をはじめとした
事業再編取引に共通するコンセンサスが形成さ
れて行くことが期待されます。
　以上が，ビジネスリストラクチャリングに関
する報告でした。どうもありがとうございまし
た。

（渡邉）　以上の〔議題 1 〕の議論は，最近出
された OECD の移転価格ガイドライン 9 章を
下敷きにして，その内容は所与という形で行わ
れております。実は，第 9 章につき，パブリッ

クコメントに出された内容と，実際に仕上がっ
た内容を少しテキストベースで比べてみたので
すが，相当変わっている点が判明しました。
　われわれのバイアスのかかった目からすると，
ドラフトに比べて随分優しくなったなという気
もしますが，それでも企業側の方は，例外中の
例外にしろみたいなことも出ていて，結局は比
較可能性の中身やインタンジブルの議論などが
よく詰まらないと， 9 章だけ読んでみてもなか
なか議論は収束しないというのが結論かなとい
うところでした。

〔議題 2〕

　◆ 「事業所得」に対する二重課税の 

　　排除に係る実務上の重要論点

1．概要とパネリストの紹介

（渡邉）　それでは〔議題 2 〕にまいります。
資料② - 2 ～ 3 からになります。実はこの議題
の 2 については先ほども申し上げましたが，理
論あるいはパネリストの意見を戦わせるという
よりは，問題が生ずる場面がどこにあるかを提
示するということが主眼でした。資料② - 3 に
出ていますが，Practical  Issues をまず提示す
るということが主眼でした。したがって，パネ
リストの役割は，あまり議論を戦わせるという
よりは，どのような場面があるかという紹介に
尽きたと思われます。
　 1 人紹介しておくと，議長であった弁護士の
ウェストさんは，実は日本に潜在的に影響を及
ぼしていた方です。平成15年に日米租税条約の
全面改定が仕上がったわけですが，そのときの
米国側のヘッドであった方で，日本の役所風に
言えば財務省主税局の審議官国際租税担当と
いった立場でした。
　租税条約交渉の裏話を少し申し上げると，条
約交渉は一応外交交渉なので，日本の外務省や
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米国の国務省を入れた協議をしますが，実はそ
の前哨戦として，財務省同士で非公式意見交換，
非公式協議で，相当中身を揉むというプロセス
があります。この辺は報道されませんが，実は
そこが非常に大事なところで，このウェストさ
んが，その段階での向こう側のヘッドでした。

　実は仕上がった条約には残っていない条文も
そのときにはいろいろ議論されて，場合によっ
てはこのウェストさんが日本の条約を変えたと
いう歴史ができたかもしれませんが，結果的に
日本側が主張したような条文で仕上がっていま
す。正式な条約交渉は，この次の方が担当され
たという歴史があります。ちなみに当時のナン
バー 2 だった方も，別の投資ビークルのセミ
ナーで参加されていたと思います。
　米国は「回転ドア」などと言いますが，役所
で活躍されていた方が，また民間からこのよう
に発言して影響力を行使しているという事例で
す。

2．二重課税議論の枠組み

　それでは中身の議論を紹介したいと思います。
まず資料② - 4 で，今回の議論は直接税で，か
つ法人に関する二重課税の排除が適切に行われ
ているかどうかを中心に議論し，どちらかとい
うと，理論編というよりは従来どのように言わ
れ，考えられていたが，現実の実務ではこうい
う事情があるという，様々な場面を提示する仕

掛けになっています。
　例えばどういう言い方をしているかというと，
後ほど出てきますが Conventional Wisdom と
Reality という言い方をされています。その
Conventional Wisdom というのは，神話や都
市伝説とまでは露骨に言わないまでも，よくこ
う言われているけれども，そのような場合には
限らないということを見せ，かつ Reality とい
うところでいろいろ問題がある場面を紹介する
という，幾つか論点を現実の事例に対比させて
紹介するというのがこのセッションの仕掛けで
す。
　さらに面白いのは，『仮説 1 ・ 2 ・ 3 』を，
少し芝居がかっていますが紹介します。これは
どういうことかというと，『現状ルールのいろ
いろな問題点に対し簡素な解決策があるのかど
うか』，『従来言われているように，国外所得免
除方式の方が全然問題ないというのかどうか，
或いは国外所得免除方式は全然いいことがない
ということはどうか』，『OECD の国際協調は
ともかくとして，各国の政府は十分なことをし
ているのかどうか』，以上この 3 点を，議論が
終わった後で会場から投票してもらおうという，
そういう演出がありました。
　そこで資料② - 4 に戻りますが，ここでは間
接税の話，それから国内的な法人株主の二重課
税といった議論はしないということを明確に
言っています。
　資料② - 5 については，個人の二重課税，そ
れから二重非課税で，先ほどもありましたが，
経済的二重課税対法的二重課税の問題，それか
ら移転価格の問題と，こういったところはあま
り触れないという仕掛けです。
　そもそもこの「ビジネスインカムの二重課税
の排除」という議題ですが，ここでのビジネス
インカムというのはいわゆる 7 条で規定されて
いる所得という意味合いで，われわれがよくい
う事業所得対雑所得みたいな，そういう事業所
得ではないというのが 1 つミソかと思います。
これは後の方の事例に挙がってきますが， 7 条
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の立ち位置にも触れるような論点かと思います。
　次に資料② - 6 ですが，二重課税が単に税金
の負担の問題ではなくて，何で問題になるのか
というそもそも論ですが，投資や雇用に悪い影
響がある，あるいはトレードの問題にもつなが
りますが，平等な競争の場を提供することが大
事ではないかということです。
　さらに Laffer Curve のことまで持ち出され
ています。資料② - 7 のような例が出てきまし
たが，若干ここは，国際的な企業の海外進出が
こういったグラフで，つまり税率や税負担だけ
で進出の意思決定をするのかは少し疑問なので，
言わんがために出してきたような図かと思いま
す。国内でたばこ税を上げたらどうなるかとい
うような議論ならこれでいいのかもしれません
が，多国籍企業の行動パターンをこのような図
で説明するのかどうか，私は学術的によく承知
しません。
　こういった目的でもって，先ほどの 3 つの仮
説を（会場の）皆さんどう判定されるでしょう
かと，その材料としていろいろな事象を紹介し
ましょうというのが，まずウェスト議長のイン
トロでした。

3．各国レポートの総括

　ここから中身に入ります。
　まず基調報告ということで，ナショナルレ
ポートを総括する報告がありました。資料②
-13にもあるように，Conventional Wisdom，
神話と言っては失礼ですが，従来からこういう
ことを言われています。そして，資料② -14に
Real World とありますが，これが実態である
と，常にこの対比で話が進んでいきます。
　資料② -13では，そもそも全世界所得課税と，
テリトリアル主義の違いから述べられています
が，これは当たり前の内容です。次に Real 
World です。テリトリアルの課税だからと
いって，法的二重課税の問題が生じないのか，
全く無視していいのかという問題もあり得ると

いうことです。どのような場面があるかという
のは，後の方で出てきます。実際の経済活動に
おいては，いずれの方式であっても企業あるい
は納税者の方は，二重課税，特に納税者を異に
するが，同一の負担をもたらすといった経済的
二重課税のところは避けて通れないという紹介
がありました。
　資料② -15です。これはそもそも論で，外税
控除方式と国外所得免除方式は，どういう仕掛
けかというところです。われわれになじみのな
い免除方式のところで 1 点申し上げると， 2 ポ
ツ目で免除した所得を課税所得の税率の決定に
考慮する場合があります。これはいわゆる累進
付き免除といった制度を取る国があります。現
にヨーロッパでも多いかと思います。
　われわれの租税条約も，条約集をよく見てみ
ると，相手国の23条（二重課税排除条項）の規
程ぶりの中に，このようなことが実は書かれて
います。ですから実際には所得免除といっても，
免除するのは税額を控除するという仕掛けで，
どちらかというと四表減算ではなく，税額の方
で控除するような国が多いかと思います。
　資料② -17で，今度は外税控除のいろはです
が，まず一番下が間接外税控除で，上の 2 つは
普通控除とフルクレジットです。後者が何を
言っているかというと，とにかく海外で払った
税金は，法人税からすぽんと全部抜いてもらう
ということです。これは，要するに国内の実効
税率を越えて，とにかく払ったものは自国の法
人税から引いてあげますと。ただ，損金として
引くのではなく，税額で引いてあげるという仕
掛けなので，昔から租税条約コメンタリーにも
書いてありますが，こんな人のいい仕掛けが実
際あるのかということです。例えば，昔で言え
ばインドのように60％の法人税を払って，30％
税率の居住地国でフルに引いてしまうと，それ
は国内所得にも食い込む話です。類型として挙
げられているだけであって，本当にフルクレ
ジットがあるのかどうか非常に疑問ですが，ど
ちらかというと，いまだにこのような言い方も
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紹介されているという実例です。
　それから資料② -18で，ここも課税ベースの
哲学と，具体的な適用の仕方が，少し定型的に
紹介されています。テリトリアルだとエグゼン
プションである，それからワールドワイド（全
世界所得課税）だと税額控除だという言い方を
しますが，これも定型的な言い方であって，先
ほど言った累進付免除をやるのであれば，実は
テリトリアルであっても，税額で計算しないと
できない仕掛けかと思います。課税ポリシーを
議論するときのテリトリアルかワールドワイド
かという話と，具体的な計算の手法は必ずしも
一致しないということかと思います。
　それに対して資料② -19はまた Real World
ですが，まず所得免除といっても，パッシブイ
ンカムの扱いをどうするのか，あるいは条約で
どのように修正されるかという問題もあるとい
うことです。
　すべての所得を国外所得免除とすれば，完全
なテリトリアルになりますが，ヨーロッパのよ
うに，アクティブインカムだけ所得免除をする
という制度が多いかと思います。そうすると，
パッシブとアクティブの切り分けというか，
パッシブをどうやって認識するか，どこまで許
容するかというのが， 1 つの制度論であり執行
の問題点かと思います。
　それから外税方式の下の枠ですが，これも日
本のように，子会社配当は免除するという外税
控除の国もあります。あるいは国内法では外税
控除だけど，条約相手国との間では免除方式に
しようといった租税条約も現にあります。日本
の条約集を見ても，相手国の中にこのようなこ
とを書いた所を探すことができるかと思います。
　そういったこともあるので，典型的な免除方
式のメリットや，典型的な外税控除の困難性や
複雑性が，どうも現実には一概には言えない，
両方ともいろいろあるという紹介です。
　資料② -20～22では，実際のナショナルレ
ポートを見て，ABC のパターンがあるという
紹介でした。まず A というのが全世界所得課

税をする国です。次の C は，テリトリアルを
やる国です。例えばここに紹介されたのは，
オーストラリア，オーストリア，デンマーク，
エストニア etc. です。
　次の 3 のグループ B がいわばハイブリッド
の国で，ここでの定義付けは，海外支店につい
ては免除ではなくて外国税額控除，それから子
会社配当等ではないようなパッシブインカムに
ついては，外税控除を残しています。それに対
して子会社配当，支配配当についてはエグゼン
プションを採用します。次に支店所得は，条約
の特約として免除方式を使うといった，このよ
うなカテゴリーの国があります。これがいわば
ハイブリッドだということで，具体的にはベル
ギーやカナダなど，そういった所が紹介されて
います。税制改正後の日本も，どちらかという
とこのカテゴリーに入るのかと思いますが，紹
介されていません。
　 資 料 ② -23～25は Conventional Wisdom の
話として，免除方式，それから外税控除方式の
得失を紹介して見せるということです。
　まず，資料② -23は免除方式です。ここでは
あえてステレオタイプに書かれていると思いま
すが，メリットとしては簡潔で執行のコストも
少ないこと。デメリットとしては，内外配分の
上で国外所得を認識するルールが必要です。そ
れから海外損失を面倒見ていません。あとは，
いわゆる租税計画に対して誘因的というか，そ
ういうデメリットがあるという紹介です。
　それに対して，資料② -24が外税方式で，こ
れは裏返しということですが，ここでメリット
の方に経費控除の内外配賦について，あまり問
題ないというようなことが書かれています。で
すが，少しここはわれわれの実感とは非常に遠
いところです。控除限度額を計算するときに，
典型的には共通経費のようなものを国内所得に
配分するか，国外所得に配分するかによって，
外国税額の控除限度額が変わってくるわけです。
　そこが非常に問題で，有名なアメリカの 9 つ
か10のバスケットを作るとか，日本の簡易バス
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ケットなど，そういう措置も結局ここに帰着す
るので，経費の内外配賦に悩みがないといった
ところは，少しステレオタイプ過ぎるのではな
いかと思います。
　それから海外の損失をなんとかできるのが魅
力のように書かれていますが，そこは立場の違
いがあるかと思います。租税計画に対しての評
価も同レベルであるということですが，本当に
そうなのか，そんなに問題ない制度かなという
のが実感です。
　それに対して，デメリットとしては，やはり
限度額計算や間接外税控除について非常に複雑
で，かつ手続的にも，事務的にもコストが掛か
るということも含まれます。さらには課税当局
についても，行政コストが掛かるということが
書かれています。
　それで，もう結論をちらちら出してきている
のが資料② -25ですが，理想的な世の中はない
というネタばらしのような 1 コマですが，国外
所得免除・外税控除両方のシステムの共に二重
課税のリスクが実はあるということです。
　冒頭で申し上げなかったのですが，そもそも
二重課税というのは排除措置の優劣の問題では
なく，二重課税がどこで生ずるのかと，例えば
源泉ルールの競合や，居住性の競合など，二重
課税が生じ得るところを従来議論してきたはず
です。ただ，今回は排除措置の優劣ないし得失
を議論しているというのが，この議論の仕掛け
です。
　尤も，議論の後半の方に Other Issues とい
うことで，本来そもそも論であった二重課税が
生じ得る場面が紹介されています。したがって，
今回の議論の中心は二重課税をどうするかとい
うよりは，二重課税の排除措置の優劣を争うと
いった議論になっているところです。
　 2 つ目の箱は，両制度ともやはり租税計画に
対しては弱いということです。それから 3 つ目
の箱は制度設計と執行の仕方で，いずれにして
も複雑になる要因が書かれています。
　「両制度とも」と全部付いているのです。で

すから具体的には，制度のいずれかがというよ
り，制度の仕掛け，執行が具体的な場面でどう
働くかということを，個別に見ていく必要があ
るということが，この議長のサジェストすると
ころかと思います。

4．パネルの検討

　資料② -26からは，Conventional Wisdom と
Reality を幾つか，具体的に紹介するという建
付けになっています。
　どのような切り口をしたかというと，まず 1
つ目が Expense Allocation（経費の配賦），そ
れから海外損失の控除が 2 点目，タックスプラ
ンニングに対してどうであるかという話が 3 点
目，最後の論点が複雑性（Complexity），この
ような 4 つの論点から幾つか事例を切り出して
紹介するということでした。

4 - 1 　経費の配賦
　資料② -27です。これは当たり前のことです
が，所得なき所に経費なしということで，海外
所得を disregard する以上，海外所得には経費
なしというところです。それから外税控除の方
は，ある経費を国内所得に付けるのか，海外所
得に付けるのかという問題があります。
　外税控除のところも，実は個々の経理処理の
問題なのか，そもそも論なのかというところが
後ほど出てくるかと思います。その一端を紹介
すると，当期に発生した金利は，国内の金利な
のか，海外の金利なのかというのはなかなか難
しい議論です。そもそも Money is fungible の
世界ですので，仮にある銀行から，海外工場
A のための運転資金などという約定で金を借
り入れたとしても，結局そのお金がどこに行く
かというのは企業の資金計画です。あるいは通
貨別で管理すればいいのかといっても，なかな
かそれでも資金の紐つけはうまくいかないとい
うことで，そういうことを実際に実践した米国
の事例などもあります。
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　付け加えて申し上げれば，例えば特許を開発
するという場面を考えれば，開発の場合千三つ
万三つの成果物を狙って，人件費と償却費を毎
期々々ずっと計上して，期間経費としてどんど
ん落としているわけです。これはずっと何年に
もわたって，国内の課税ベースを減らす方向に
働くわけですが，千三つ万三つから出来上がっ
た特許権から海外使用料を受け取ると，これが
海外所得になって，外税控除の控除枠を作って
しまいます。
　では人件費，償却費を資産化しておいて，使
用料をもらったときにマッチングさせればいい
というのは実際には不可能なので，こういった
特許権のロイヤリティのケースで考えれば，構
造的に国内の課税ベースを減らして海外所得で
結実します。国内所得も生じますが，外税控除
にもなります。ここは個々の企業さんのマ
ニューバー（maneuver）の問題ではなく，税
制がとても仕組めないというようなところもあ
ります。ですから，内外の経費配分の悩ましさ
というのはいろいろなレベルであるということ
が，後ほどでも出てくるかと思います。
　資料② -28は，今度は神話ではなくて Reali-
ty の話です。外税控除では，ここでは海外へ
の配賦が多過ぎる，あるいはそのためか，それ
以外の理由かで，外税控除の限度額が過小に減
らされてしまいます。
　ここもどちら側から見るかの話で，ある経費
を中か外か，どちらに配賦するかというのはな
かなか議論が尽きないところでもありますし，
そのための事務コストも結構ばかにならないの
です。ですから，事務コストを減らせるという
1 点においては免除方式がいいかもしれません
が，そもそも内外どちらという議論は，なかな
か本質的な解決は難しい話かと思っています。
　ここでは矢印が，一応外税方式は二重課税に
つながる，can（かもしれない）と書いてあり
ますが，なかなか微妙なところです。
　資料② -29で紹介されているのは免除国の例
ですが，本部経費と海外支店への配賦の問題で

す。どのくらい本部経費を海外支店に負担させ
るかという話と，それから実際海外支店の所在
地国において，どのぐらい認容してもらえるか
など，やはり R 国と S 国の，あるいは PE 国
の一致しないというところは，避けて通れない
ことかと思います。
　次の資料② -30ですが，今度は支店ではなく
て子会社の場合です。子会社のために発生した
経費を，どのくらいまで認容できるかという話
です。
　例えば親会社が子会社のために発生したと
いっても，子会社のために役務提供をしたのか，
そもそも株主として当然払うべき費用なのか，
なかなかわからないところがあるのです。フラ
ンスというのは恐らく従前から，経験則と言っ
ては怒られるかもしれませんが，海外配当を免
除するときに， 5 ％減額して，95％免除します
ということです。日本が今回の仕掛けでそれを
パクったのかどうかはわかりませんが，やはり
5 ％や10％を免除から除外するというのが，制
度の実例では認められるところです。
　資料② -31～32では，米国の例が紹介されて
います。なぜ特に米国の例だけなのかがよくわ
かりませんが，議長さんの特権でしょうか。
　実は米国が経費の控除に対して非常に厳格と
いうか，国際合意をある程度無視してでも，厳
格な課税を仕組んでいます。単純な例で申し上
げると，古い条約の 7 条 3 項でしょうか，「PE
のために生じた費用は控除する」と書いてあり
ますが，米国の国内法を見ると「リーズナブル
な金額は控除する」と書いてあって，「リーズ
ナブル」と色が付くわけです。このように適正
課税を狙うというのが，逆の面から見ると厳格
すぎるルールと映ってくる可能性もあります。
　この点に関して，米国でも有名になりました
が，イギリスの銀行があるときチャレンジした
ことがあります。そのときはタックスコートに
行かないで，別の裁判所のルートを狙ったので
す。画期的な判決が出たと言って，IRS の人は
怒っていました。厳格な制度を仕組むとどうも
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国際的な調和から外れてしまいます。
　資料② -32については，改正提案として，国
内管理をしたときだけ経費を認めてあげると
いったことです。これもまた何年かおきぐらい
に出てくる提案かと思いますが，例えば R ＆
D の研究所の費用も，国内の研究所は控除し
てあげるけれども，海外の研究所は控除しない
など，そういった提案は昔から出ては消え，出
ては消えをしています。なかなかそれも企業か
らすると，認容し難いところはあるかと思いま
す。
　ステレオタイプな例で言えば，生産拠点は海
外に行くけれども，開発は国内に限るというの
はなかなかないのではないでしょうか。例えば
インテルなどは有名ですが，CPU の開発を国
内とイスラエルで並行してやります。これは単
に24時間を効率的に使うというだけではなく，
設計思想の違うものを開発します。例えば国内
は速度重視，馬力重視の CPU を開発し，イス
ラエル拠点は省エネ型を開発するといったこと
が，現に行われたようです。ある時点で馬力重
視の CPU が，電力が漏れてしまったりして倒
れてしまいましたが，そのときにイスラエルで
やっていたような別の設計思想のものが，今イ
ンテルのメイン製品になっています。
　ですから，単に24時間使うために研究拠点を
分ける，あるいは研究者の人件費から研究拠点
を割くということではなく，いろいろな理由か
ら研究拠点をグローバルにするということも現
にあるので，単に国内で落とした経費だけを引
くなどということは，多分実現しないと思いま
す。

4 - 2 　損失の控除
　資料② -32からは損失の控除の問題です。こ
こはまたコンベンショナルな話で，まず免除方
式と外税方式の違いがあります。
　従来から言われている，免除方式だから海外
は無視するので二重課税が生ずると書かれてい
るようですが，そこはテクニカルにいって，二

重課税なのかどうかは少し疑問です。そもそも
海外のことは見ないと言っているので二重では
ないはずですが，全然考慮されていないことが
問題だというように理解するしかないと思いま
す。
　資料② -34が現実の世界です。外税控除方式
であったとしても，いろいろな適正化というか，
制限のルールを作っています。吹き出しで書い
てあるのは，いろいろな理由で制限を作る特則
がある，それから海外の損失を受け入れるキャ
パシティがなくなっているケースもあります。
　最後は recapture の話で，海外支店の損失を
取り戻すということですが，この辺の発想はど
うも日本の税制では思い付きません。例えば，
進出形態から考えると，代理人から進出して支
店を設置し，現地子会社というように，普通は
そのような発展形態かと思いますが，支店形態
の発展段階から次の現地子会社化するときに，
支店段階で結構海外損失，つまり事業の立ち上
げで赤字段階だったとすると，全世界課税をす
るとその赤字も当然法人税の課税ベースを減ら
す方向に働いていますから，国内で納める法人
税が減っていたわけです。それを組織再編して
現地の子会社化するときに，適格何とかという
話ではない別の次元の話として，今まで国内の
課税ベースを減らしたものを帳尻合わせで置い
ていけという，recapture の規定が米国の法人
税にあるようです。
　とても日本の法人税の制度設計からは考えら
れませんが，そういった議論があるかもしれな
いということで，現実の問題とすれば，外税方
式だからといって海外損失をなんとかしてくれ
ているわけでもないというのが，ここの報告
だったと思います。
　資料② -35はブラジルの例です。ブラジルは，
95年から全世界課税に移りました。それで課税
するときは全世界ですが，損失の取扱いについ
てはここで内外バスケットを作って，海外の損
失は海外のゲインというかプロフィットからし
か控除させないという，いいところ取りの全世
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界課税をやっている国もあるという例です。
　資料② -36は，フランスの例です。政策判断
で海外の損失は無視すると言いつつも，特定の
業種や企業規模などによっては，特例を認める
ということもあります。そういった例の紹介で
す。

4 - 3 　タックスプランニング
　次のポイントですが，タックスプランニング
に対しての脆弱性ないし誘引があるかどうかの
議論です。
　伝統的にはどう考えていたかですが，免除方
式というのは海外の所得をダイレクトにばっさ
り落としてしまうものですから，非常にプラン
ニングの効果が高いので，そういう意味ではプ
ランニングを誘引する可能性があります。その
誘引の度合いは，外税控除よりも大きいという
のが伝説でした。
　資料② -39で現実世界の話をしています。両
方式であっても，同じぐらい租税計画には脆弱
であるということが紹介されています。
　資料② -40も各国の税制度によって誘引の度
合い，あるいはプランニングしたときのご褒美
の度合いが随分変わってくるという紹介があり
ました。ある年度の課税所得だけではなく，課
税の繰り延べといったところも制度によって随
分違うので，そういったご褒美の度合いも違う
という紹介がありました。
　次の資料② -41は，免除方式の国であっても
こうだということが書かれています。先ほども
申し上げましたが，免除方式の対象となる国外
所得は，通常アクティブ所得に限られます。典
型的には事業を行う子会社の配当，それから実
業事業を営む支店の所得，国によってはそれに
係るキャピタルゲインまで広げるのですが，ア
クティブインカムという位置付けで，実業の観
点から所得免除するというように制限すること
があります。逆に言えば，パッシブな所得は課
税しつつ，外税控除だということになるかと思
います。

　また，フランスのように，そもそも国外所得
をディスリガードすると言いながら，CFC
ルールがあるというのは創設的な取り込みとし
か言いようがありません。日本のように一部の
論者が便宜言われるような，配当を前倒しで取
れるというような説明もできませんから，国外
所得免除の国であっても CFC 課税が行われて
いる現実があるという紹介かと思います。
　あとは内外区分というのがキーになるので，
artificial な取引を作ることによって，内外の遷
移はでき得るという紹介です。
　資料② -42は非常に簡単な事例です。配当受
け皿会社をつくって，免除方式を活用するとい
う仕掛けです。それから資料② -43と資料②
-44は 2 つに分かれてビフォー・アフターがあ
りますが，パートナーシップを介在させて，エ
ンティティの取扱いがカナダと米国で違うこと
を狙った仕掛けです。
　資料② -45の事例は，左側は多分過小資本税
制に引っ掛かってしまうような，関連会社間の
利払いです。それをかいくぐるためにどうする
かという話があり，端的に言ってしまえば一種
の Back to Back ローンだと思いますが，ぐ
るっと回って非関連者を通じて資金を供与する
ということもあります。
　資料② -47に行きますと累進付き国外所得免
除の世界で，これがどのように働くかという紹
介がありました。累進付き免除の趣旨は，海外
所得には課税しないけれども，累進税率や段階
税率がある場合に上積みの税率区分，税率ブラ
ケットを適用する仕掛けなので，そういう国で
は免除された所得であっても，税率に影響する
という数字の比較です。

4 - 4 　複雑性
　次のポイントは複雑性で，こういったところ
で免除方式と外税方式でどう違うかということ
ですが，ここは例示がなくても手続的に，ある
いは事務的に非常にコストが掛かるといった紹
介がありました。そういった事例の幾つか紹介
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がありましたが，実はほとんどわれわれが知っ
ているようなことでした。

5．二重課税を生じる例

5 - 1 　源泉判定の競合
　先ほど申し上げたように，排除措置の優劣得
失ではなく，そもそも二重課税がどのようなと
ころで生じるかというのが，資料② -57以降で
紹介がありました。 1 つには源泉判定の競合の
問題があります。
　その源泉判定の問題で，面白いのがトライア
ンギュラー・ケースで，資料② -62です。これ
も以前語られたベーシックな問題ですが，B 国
の法人が C 国に支店を出しています。C 国は，
その支店に対して移転価格課税をします。対象
取引は A 国と C 国の支店の話で，では租税条
約はどのように適用されるのかという話です。
C 国所在の B の居住地国は B ですから，法律
的には B・A 間の条約で頑張ってくれというこ
とになるかもしれませんが，それで解決するの
でしょうかというのが問題提起かと思います。

5 - 2 　所得の性質決定
　次の論点は資料② -66からで，所得の性質決
定の話です。資料② -67に具体的な事例があり
ます。これはブラジルにおいて，フランス企業
をやっつけてしまったという紹介です。ブラジ
ルの課税当局がフランスの企業に対して，国内
からの役務提供をどう課税するかという次第で
す。
　企業からすれば，これは 7 条の問題だから，
PE がなければ課税せずという話です。役務提
供というのは，ブラジルから見れば 7 条ではな
く，その他所得になるということで，21条を適
用しました。多分これは OECD モデルの21条
そのものではなく，源泉地国に課税ができるタ
イプのその他条項だと思います。
　この例を見ると，そもそも論として先ほど冒
頭で私が申し上げましたように， 7 条と21条の

見出しを見ると Business profits と Other in-
come になっていますが，ただ， 7 条の文言を
見ると Profits of an enterprise なのです。要す
るに包括的な支店の所得として書いてあります。
　他方21条は Items of income …… not dealt 
with in the foregoing Articles……，要するに
前各条で定めていないものは21条に行くとしか
言っていないので，少なくとも企業の 7 条所得
に関する限り，21条が登場する場合があるのか
というこの哲学的な問題が，実は昔からあると
承知しています。ですからこのブラジル側が
Other income だと言ったのが，確信犯であっ
たのかどうかはわかりません。
　ちなみに法律を読むときに，ある条のテキス
トに対して，その条の見出し（タイトル）がど
のような効果があるかを私はよく承知していま
せんが，日本の外務省は，条約の各条にタイト
ルを付けることを好まないのです。私どもに条
約交渉をさせるときに，各条にタイトルを付さ
ないように交渉をしろと言いますが，それを相
手国に説得させるのが非常に難しいのです。
　現に国税庁が出している条約集を見ると，各
条に見出しがないので非常に使い勝手が悪いの
ですが，市販の方はちゃんと「編者注」という
ことで見出しが振ってあります。
　その効用があるのでしょうか，国内での個人
所得税の議論の何がしかのイメージがあって，

『事業所得』なり『雑所得』などの用語が思い
浮かぶと，条約上の Business profits と Other 
income が，そのアナロジーでも考えがちにな
ります。ところが条文をよく読んでみると，必
ずしもそうではないのがわかるかと存じます。
　資料② -71からは Entity Classification で，
ある事業体が，条約締結国のこちらと向こうで
どのように見えているかというところで，競合
が起こるのではないかということです。
　これについては，OECD の議論もあって，
日米条約では特則を設けることにしています。
4 条の居住者の定義の中に 1 つ項を設けて，相
手国での性質決定を尊重すると書いています。
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基本的にはこのような条約上の特則を設けない
限り，競合が起こるのかというところです。

6．結　論

　最後に，資料② -77から Recommendations
という言い方ではありますが，常識的な提言が
されています。条約を遵守しましょうとか，相
互協議を柔軟に活用しましょうとかは，当局に
向けて言っているかと思います。あるいは支店

についても相互協議を認めてくれということで
すが，それは支店所在地国と条約交渉をしろと
いう趣旨なのか， 3 カ国で相互協議をやれとい
うことかが少しよくわかりませんが，そのよう
な現実的な提案を縷々提言されています。
　最後に，冒頭の会場から投票しましょうと
いった 3 つの仮説です。これは全員一致して否
決されたというのがオチでした。
　以上で終わりに致します。ご静聴どうもあり
がとうございました。
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